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はじめに  
近年、技術の進展に伴い、ドローンは、映像伝送距離、飛行速度、最大積載重量等

の性能が飛躍的に向上するとともに、社会的に広く普及しており、災害対応や行方不

明者の捜索をはじめ、各種警察活動においても、その利活用が図られているところで

ある。 

その一方で、こうした有用なドローンを用いたテロ事案等が諸外国で現に発生して

おり、我が国においても、テロリストやローン・オフェンダー等によるドローンを悪

用した重大事案の発生が懸念される。 

このような状況を踏まえ、ドローンによる重要施設等に対する危険の未然防止に万

全を期するため、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関

する法律（平成 28 年法律第９号。以下「小型無人機等飛行禁止法」という。）の見直

しも含めた、技術の進展に伴う危険なドローン飛行への対策について、各方面の専門

家による検討を行うため、本検討会が開催されることとなった。本検討会は、令和７

年 10 月から同年 12 月までの間に計３回にわたり開催され、関係団体からのヒアリン

グが行われるなどして、幅広い議論が展開された。 

本報告書は、本検討会における議論の結果を取りまとめたものである。 
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第１ 近年のドローンをめぐる状況  
 １ 小型無人機等飛行禁止法の制定経緯等  

(1) 小型無人機等飛行禁止法の制定 

小型無人機等飛行禁止法は、平成 27 年４月に内閣総理大臣官邸の屋上でド

ローンが発見された事案1を契機に、議員立法により緊急的対策として制定さ

れたものであり、小型無人機及び特定航空用機器（以下「小型無人機等」とい

う。）の悪用による、 

・ 重要施設に対する爆発物等の投下 

・ 重要施設に対する直接の衝突 

・ 重要施設の内部脅威者に対する銃器、爆発物等の空輸 

等の、当時想定されていた危険を未然に防止するため、小型無人機等飛行禁止

法では、その規制が及ぶ重要施設を対象施設として定め、その周辺地域の上空

における小型無人機等の飛行を禁止するとともに、警察官等による対象施設の

安全の確保のための措置等について規定している。 

(2) 小型無人機等飛行禁止法の改正 

議員立法により緊急的対策として制定された小型無人機等飛行禁止法は、数

ある重要施設のうち必要性が特に高いと早期に整理されたもののみが、対象施

設として規定された経緯があり、制定後は、小型無人機等飛行禁止法附則第２

条の検討条項2を踏まえ、海外におけるテロ情勢やドローンを用いたテロ事案

等の発生状況に照らし、我が国においてもドローンを用いた防衛関係施設への

テロ攻撃が発生する可能性があることに鑑みて、令和元年改正法3により、対象

防衛関係施設として防衛大臣が指定する施設が対象施設に追加された。 

その後、ドローンと思われる飛行物体が空港の周辺において目撃されたこと

による滑走路の閉鎖により空港機能が阻害される事案が相次いで発生し、小型

無人機等による悪質な行為が我が国の国民生活及び経済活動に甚大な被害を

及ぼす可能性が高まったことを踏まえ、航空法（昭和 27 年法律第 231 号）と

併せて小型無人機等飛行禁止法の見直しが行われ、令和２年改正法4により、対

象空港として国土交通大臣が指定する施設が対象施設に追加された。 

 
1  平成 27 年４月９日、男（当時 40歳）が、東京都港区赤坂所在の駐車場において、放射性物
質の存在を示す標識を貼付した容器等を搭載したドローン１台を遠隔操作し、これを内閣総理
大臣官邸の屋上に落下させ、同月 22 日に至り、これを発見した内閣官房職員に、発見時の状況
説明等の対応を余儀なくさせて、正常な庁舎維持管理業務等の遂行を困難にし、もって威力を
用いて人の業務を妨害した事案（同月 25 日に同男を威力業務妨害罪で逮捕） 

2  国は、速やかに、重要な施設に対する上空からの危険の未然の防止の在り方、小型無人機の
安全な飛行の確保の在り方等について、小型無人機の多様な分野における利用の促進のための
施策をも踏まえ、かつ、小型無人機に関連する技術の進歩を勘案しつつ、検討を加え、その結
果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

3  国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の
周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律（令
和元年法律第 10 号） 

4  無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上
空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律（令和２年法律第 61
号） 
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(3) 小型無人機等飛行禁止法における規制の概要 

ア 対象施設の敷地等の指定及びその周知（第３条から第９条まで） 

小型無人機等飛行禁止法で定める者は、各対象施設の敷地又は区域を指定

するとともに、当該敷地又は区域及びその周囲おおむね 300 メートルの地域

を、当該対象施設に係る「対象施設周辺地域」として指定するものとされて

いる。 

対象施設の敷地等の指定に当たっては、あらかじめ、警察庁長官（当該対

象施設周辺地域が海域を含む場合は、併せて海上保安庁長官）に協議するほ

か、指定の内容を官報で告示するとともに、対象施設、対象施設の指定敷地

等及び対象施設周辺地域に関する地図を作成し、インターネットの利用その

他の方法により公表するものとされている。 

イ 対象施設周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止（第 10 条） 

対象施設周辺地域の上空においては、原則として、飛行の目的等にかかわ

らず、一律に小型無人機等の飛行が禁止されている。ただし、小型無人機等

の利活用との均衡等の観点等から、 

  ・ 対象施設の管理者又はその同意を得た者が当該対象施設に係る対象施

設周辺地域の上空において行うもの 

・ 土地の所有者等又はその同意を得た者が当該土地の上空において行う

もの 

・ 国又は地方公共団体の業務を実施するために行うもの 

については、飛行禁止の規制を適用しないこととされており、これらの小型

無人機等の飛行を行おうとする者は、あらかじめ、その旨を当該小型無人機

等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する都道府県公安委員会等に通報

することが義務付けられている。 

ウ 対象施設の安全の確保のための措置（第 11 条） 

前記イの飛行禁止又は通報義務に違反して小型無人機等の飛行が行われ

ていると認められる場合には、警察官等は、当該小型無人機等の飛行を行っ

ている者（以下「操縦者」という。）に対し、対象施設に対する危険を未然に

防止するために必要な措置をとることを命ずること（以下「措置命令」とい

う。）ができることとされている。 

また、警察官等は、 

・ 措置命令を受けた操縦者が当該措置をとらないとき 

・ 操縦者が現場にいないために措置命令ができないとき 

・ 操縦者に対し措置命令を行ういとまがないとき 

は、対象施設に対する危険を未然に防止するためやむを得ないと認められる

限度において、即時強制として、当該小型無人機等の飛行の妨害、当該小型

無人機等の飛行に係る機器の破損その他の必要な措置（以下「危害排除措置」

という。）をとることができることとされている。 

エ 罰則（第 13 条） 
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前記イの飛行禁止に違反して対象施設及びその指定敷地等（以下「レッド

ゾーン」という。）の上空で小型無人機等の飛行を行った者又は前記ウの警

察官等による措置命令に違反した者は、１年以下の拘禁刑又は 50 万円以下

の罰金に処することとされている。 

すなわち、小型無人機等飛行禁止法第 10 条第１項の規定に違反してレッ

ドゾーンの上空で小型無人機等の飛行を行った者については、その事実のみ

をもって直ちに罰則が科される一方で、対象施設周辺地域のうちレッドゾー

ン以外の場所（以下「イエローゾーン」という。）の上空で小型無人機等の飛

行を行った者については、警察官等による措置命令に違反した場合に初めて

罰則が科されるという命令前置の、いわゆる間接罰が採用されている。 

(4) 小型無人機等飛行禁止法の運用状況 

ア 指定状況 

     令和７年 12 月８日現在の対象施設は、次のとおりである。 

対象施設の種類 指定の方法 指定数（470） 

国会議事堂、内閣総

理大臣官邸、最高裁

判所、皇居等 

法律で規定（両院議長・内

閣総理大臣・最高裁判所が

敷地等を指定） 

17 

危機管理行政機関 
政令で規定（各行政機関の

長が敷地等を指定） 

20 

（重複を含む。） 

政党事務所 
総務大臣が政党からの要請

で指定 
３ 

外国公館等 外務大臣が指定 ２ 

防衛関係施設 防衛大臣が指定 
398 

うち在日米軍施設：63 

空港 国土交通大臣が指定 ８ 

原子力事業所 国家公安委員会が指定 22 

イ 通報状況 

     小型無人機等飛行禁止法第 10 条第２項の規定により、対象施設の管理者

の同意を得た者等が、対象施設周辺地域の上空で小型無人機等を飛行させる

には、同条第３項の規定により、あらかじめ、その旨を当該小型無人機等の

飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する都道府県公安委員会に通報しなけ

ればならないこととされているところ、令和６年中の都道府県公安委員会へ

の通報件数は、3,170 件である（小型無人機等飛行禁止法が施行された平成

28 年４月７日から令和６年 12 月 31 日までの間における総数は、9,348 件で

ある。）。 

ウ 検挙状況 

     令和６年中の小型無人機等飛行禁止法違反の検挙件数は４件である（小型

無人機等飛行禁止法が施行された平成 28 年４月７日から令和６年 12 月 31

日までの間における総数は、21 件である。）。 
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これらは、いずれも小型無人機等飛行禁止法第 13 条第１項（レッドゾー

ンの上空飛行）が適用された事件であり、同条第２項（措置命令違反）が適

用された事件はない。 

(5) 航空法におけるドローンに対する規制の概要と小型無人機等飛行禁止法と

の関係 

ア 目的 

    航空法は、航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を

図るため、航空機の耐空証明制度、航空運送事業者等に対する規制等につい

て定めるとともに、無人航空機の飛行における一般的な遵守事項等を定めて

その飛行の安全の確保を図ることにより、航空の発達を図り、もって公共の

福祉を増進することを目的としている。特に無人航空機については、航空機

の航行並びに地上及び水上の人及び物件の安全を確保する観点から、飛行の

禁止空域や飛行の方法等の規制が定められている。 

    これに対し、小型無人機等飛行禁止法は、重要施設の周辺地域の上空にお

ける小型無人機等の飛行を禁止することにより、重要施設に対する危険を未

然に防止し、もって国政の中枢機能等、良好な国際関係、我が国を防衛する

ための基盤並びに国民生活及び経済活動の基盤の維持並びに公共の安全の

確保に資することを目的としている。 

いずれも、ドローンの飛行を禁止する空域を定めるという面では、共通性

を有するものの、航空法が「航空に関し、もっとも広範な範囲をカバーする、

一般的な法律」であるのに対し、議員立法により緊急的対策として制定され

た小型無人機等飛行禁止法は、重要施設に対する危険の未然防止のため、数

ある重要施設のうち必要性が特に高いものに限って対象施設とした上で、特

例的にその周辺地域の上空における飛行を禁止し、警察官等に対象施設の安

全の確保のための措置に関する権限を付与している。 

イ 規制の対象 

    航空法は、航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、

飛行船その他政令5で定める機器であって構造上人が乗ることができないも

ののうち、遠隔操作又は自動操縦（プログラムにより自動的に操縦を行うこ

とをいう。）により飛行させることができるもの（その重量その他の事由を

勘案してその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び

物件の安全が損なわれるおそれがないものとして、国土交通省令で定めるも

の6を除く。）を「無人航空機」として、規制の対象としている（同法第２条

第 22 項）。 

これに対し、小型無人機等飛行禁止法は、飛行機、回転翼航空機、滑空機、

飛行船その他の航空の用に供することができる機器であって構造上人が乗

 
5  現時点において定めはない。 
6  航空法施行規則（昭和 27 年運輸省令第 56号）第５条の２の規定により、重量が 100 グラム
未満の機器と定められている。 
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ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦（プログラムにより自

動的に操縦を行うことをいう。）により飛行させることができるものを「小

型無人機」として、航空法第２条第１項に規定する航空機以外の航空の用に

供することができる機器であって、当該機器を用いて人が飛行することがで

きるもの（高度又は進路を容易に変更することができるものとして国家公安

委員会規則で定めるもの7に限る。）を「特定航空用機器」として、それぞれ

規制の対象としている。 

したがって、航空法上の「無人航空機」については、小型無人機等飛行禁

止法上の「小型無人機」としても規制の対象となる一方、重量が 100 グラム

未満の機器については、航空法上の「無人航空機」に該当せず、小型無人機

等飛行禁止法の規制にのみ服することとなる。 

ウ 飛行が禁止される空域、国土交通大臣の承認が必要な飛行の方法等 

航空法は、次に掲げる空域においては、原則、国土交通大臣がその運航の

管理が適切に行われるものと認めて許可した場合でなければ、無人航空機を

飛行させてはならないこととされている（同法第 132 条の 85 第１項及び第

２項）。 

      ○ 無人航空機の飛行により航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれ

があるものとして国土交通省令で定める空域 

○ 国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域の上空（技能証

明を受けた者が立入管理措置（無人航空機の飛行経路下において無人航

空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者の立入りを管理す

る措置であって国土交通省令で定めるもの8をいう。以下同じ。）を講じ

た上で、機体認証を受けた国土交通省令で定める総重量9を超えない無人

航空機を飛行させる場合を除く。） 

    また、これらの飛行が禁止される空域以外に、同法第 132 条の 86 第２項

各号に掲げる方法のいずれかによらない飛行（①夜間での飛行、②目視外で

の飛行、③人又は物件との距離10を確保できない飛行、④催し場所上空での

飛行、⑤危険物11の輸送及び⑥物件の投下）については、原則、技能証明を受

けた者が立入管理措置を講じた上で、機体認証を受けた国土交通省令で定め

る総重量12を超えない無人航空機を①から③までのいずれかの方法により飛

行させる場合を除き、あらかじめ、その運航の管理が適切に行われることに

 
7  具体的な機器としては、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関
する法律施行規則（平成 28 年国家公安委員会規則第９号）第２条において、操縦装置を有する
気球、ハンググライダー、パラグライダー等が定められている。 

8  航空法施行規則第 236 条の 70 の規定により、補助者の配置、立入りを制限する区画の設置そ
の他の適切な措置と定められている。 

9 航空法施行規則第 236 条の 73 の規定により、25 キログラムと定められている。 
10 航空法施行規則第 236 条の 79 の規定により、30メートルと定められている。 
11 航空法施行規則第 236 条の 80 第１項の規定により準用される航空法施行規則第 194 条第１項
各号に掲げる火薬類、放射性物質等、凶器等 

12 航空法施行規則第 236 条の 73 の規定により、25キログラムと定められている。 
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ついて国土交通大臣の承認を受けなければならないこととされている（同法

第 132 条の 86 第２項及び第３項）。 

     飛行が禁止される空域での飛行又は同法第 132 条の 86 第２項各号に掲げ

る方法のいずれかによらない飛行（以下「特定飛行」と総称する。）を行う場

合には、あらかじめ、当該特定飛行の日時、経路等を記載した飛行計画を国

土交通大臣に通報しなければならないこととされている（同法第 132 条の 88

第１項）。また、国土交通大臣は、通報された飛行計画に従い無人航空機を飛

行させることが航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安

全を損なうおそれがあると認める場合には、特定飛行の日時又は経路の変更

その他の必要な措置を講ずべきことを指示することができ（同条第２項）、

無人航空機を飛行させる者は、当該指示及び飛行計画に従って特定飛行を行

わなければならないこととされている（同条第３項）。 

      なお、特定飛行に係るこれらの規制は、都道府県警察その他の国土交通省

令で定める者13が航空機の事故その他の事故に際し捜索、救助その他の緊急

性があるものとして国土交通省令で定める目的14のために行う無人航空機の

飛行については、適用しないこととされている（同法第 132 条の 92）。 

      これに対し、小型無人機等飛行禁止法は、小型無人機等飛行禁止法に基づ

き指定された対象施設周辺地域の上空において、当該対象施設の管理者又は

その同意を得た者等が、あらかじめ、当該対象施設周辺地域を管轄する都道

府県公安委員会等に通報した場合を除き、一律に小型無人機等の飛行を禁止

している。 

    この点、航空法で飛行が禁止される空域において無人航空機を飛行させる

ために国土交通大臣による許可を得た場合であっても、当該空域が対象施設

周辺地域の上空に該当するときは、その飛行が小型無人機等飛行禁止法第 10

条第２項に規定する小型無人機等の飛行に該当し、かつ、同条第３項の規定

による通報を行わない限り、適法に飛行させることができない。その反対に、

対象施設周辺地域の上空において無人航空機を飛行させるために小型無人

機等飛行禁止法上の手続を経たとしても、航空法の適用が何ら除外されるも

のではなく、無人航空機に係る飛行の禁止空域や飛行の方法等の規制に服す

ることとなる。 

エ 罰則 

航空法は、前記ウの国土交通大臣による許可又は承認を得ずに、飛行禁止

空域の飛行又は承認が必要な飛行、危険物の輸送若しくは物件の投下を行っ

た者について、50 万円以下の罰金に処することとされている（同法第 157 条

の９第９号、第 10 号及び第 14 号から第 17 号まで）。また、飛行計画を事前

に通報しないで特定飛行を行った者及び国土交通大臣による飛行計画の変

 
13 航空法施行規則第 236 条の 88 の規定により、国若しくは地方公共団体又はこれらの者の依頼
により捜索若しくは救助を行う者と定められている。 

14 航空法施行規則第 236 条の 89 の規定により、捜索又は救助と定められている。 
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更その他の必要な措置を講ずべきことの指示に従わないで特定飛行を行っ

た者については、30 万円以下の罰金に処することとされている（同法第 157

条の 10 第１項第 10 号及び第 11 号）。 

この点、無人航空機を、航空法第 132 条の 85 第２項の規定に違反し（国

土交通大臣による許可を得ずに）、かつ、小型無人機等飛行禁止法第 10 条第

１項の規定に違反してレッドゾーンの上空で飛行させた場合には、一個の行

為により航空法違反（第 157 条の９第 10 号）及び小型無人機等飛行禁止法

違反（第 13 条第１項）が同時に成立し、いわゆる観念的競合（刑法（明治

40 年法律第 45 号）第 54 条第１項前段）として科刑上一罪となる。一方で、

無人航空機を、航空法第 132 条の 85 第２項の規定に違反し、かつ、小型無

人機等飛行禁止法第 10 条第１項又は第３項本文の規定に違反してイエロー

ゾーンの上空で飛行させた上で、さらに、警察官等による措置命令に違反し

た場合には、別個の行為により航空法違反（第 157 条の９第 10 号）及び小

型無人機等飛行禁止法違反（第 13 条第２項）がそれぞれ成立し、併合罪（刑

法第 45 条前段）となる。 

 

２ ドローンの性能の飛躍的な向上  
  技術の進展に伴うドローンの性能向上については、ドローンの機種にもよるた

め、網羅的に示すことは困難であるが、警察庁において把握している、小型無人

機等飛行禁止法の制定当時に市販されていた主なドローンと現在市販されてい

る主なドローンの性能の比較は、次のとおりである。 

(1) 最大映像伝送距離 

小型無人機等飛行禁止法の制定当時に市販されていた主なドローンの最大

映像伝送距離は、いわゆる無線ＬＡＮを利用した通信では、市街地の場合、200

～300 メートル程度であったのに対し、現在市販されている主なドローンの最

大映像伝送距離は、周囲の電波環境等にもよるが、500 メートル～10 キロメー

トル程度まで拡大しているほか、携帯電話網（いわゆる４Ｇ及び５Ｇ）を利用

して操縦するドローンであれば、当該携帯電話網エリア内全域（場合によって

は全国）で映像を伝送してドローンを飛行させることが可能である。 

(2) 最高飛行速度 

小型無人機等飛行禁止法の制定当時に市販されていた主なドローンの最高

飛行速度が時速約 50 キロメートルであったのに対し、現在市販されている主

なドローンの最高飛行速度は時速 70～80 キロメートル程度まで向上している

ほか、海外製ドローンの一部機種では時速 150 キロメートルの飛行が可能なも

のもある。 

(3) 最大積載重量等 

小型無人機等飛行禁止法の制定当時に市販されていた主なドローンの最大

積載重量が 80 グラム～５キログラム程度であったのに対し、現在市販されて

いるドローンには、最大積載重量が 30 キログラムの機種も存在し、銃火器管
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制システムを搭載することが可能なものもある。 

この点、海外で開発・販売されているドローンに搭載可能な銃火器管制シス

テムを用いれば、スナイパーライフル（狙撃銃）等の銃火器をドローンに積載

させた上、地上や空中の特定の対象に自動で照準を合わせて遠隔操作による狙

撃を行うことが可能となっている。また、積載した銃火器の射角を水平方向に

360 度、垂直方向にプラス 15 度からマイナス 65 度までの範囲で動かすことが

でき、独自のアルゴリズムによって動的目標を捕捉・追跡し、夜間において精

密な狙撃を行うことも可能である。 

 

３ ドローンの利活用の状況  
(1) 社会におけるドローンの利活用 

ドローンは、近年、農薬散布、空撮、測量、インフラの点検等の場で広く利

活用されており、我が国においては、ドローンの利活用により様々な産業の生

産性が向上する「空の産業革命」に向けて、機体の安全性確保や性能向上のた

めの技術開発、制度設計等の環境整備が、平成 27 年 12 月に設置された「小型

無人機に係る環境整備に向けた官民協議会」等の場を通じて、官民が一体とな

って進められている。 

具体的には、航空法の改正により、令和４年 12 月には、「レベル４飛行」（有

人地帯での目視外飛行）を可能とする制度が施行され、令和５年 12 月には、

無人航空機による物資輸送やインフラ点検業務等の事業化促進を目的とした

「レベル 3.5 飛行15」制度が創設されたところである。 

また、令和６年 11 月に同協議会において策定された「空の産業革命に向け

たロードマップ 2024」においては、「物流・医療」、「防災・災害対応」、「巡視・

点検」、「農林水産業」、「測量」及び「警備」という社会実装におけるユースケ

ースごとに取組項目が整理されており、様々な分野でのドローンの利活用拡大

に向けた支援等が進められている。 

(2) 警察におけるドローンの利活用 

警察では、ドローンの性能向上を踏まえ、ドローンを各種警察活動に効果的

に活用して業務の合理化・高度化に取り組んでいる。具体的には、人が立ち入

ることが困難な場所における行方不明者の捜索、交通事故事件捜査における現

場見取図の作成及び警護における高所からの現場状況の確認に活用している

ほか、災害発生時には、ドローンによって撮影した映像をリアルタイムで警察

本部、警察庁及び内閣総理大臣官邸に伝送するなど、迅速な被災状況の把握や

被災者の救出救助活動にも活用している。 

 

 
15 飛行経路下に歩行者等がいない無人地帯であることを、デジタル技術（機上カメラ）によって
確認することで、補助者の配置といった従来の立入管理措置を代替し、実施する目視外飛行のこ
と。デジタル技術に加え、操縦ライセンスを保有し、第三者賠償責任保険に加入していることを
条件に、移動する自動車や列車等の移動車両等上空の一時的な横断を伴う飛行が可能になる。 
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４ ドローンを用いたテロ事案等の発生状況  
諸外国において、例えば、次のとおりドローンを用いたテロ事案等が発生し

ており、ドローンを用いたテロ攻撃の脅威の高まりが指摘されている。 

○ 平成 30 年８月４日、ベネズエラの首都カラカスで、マドゥロ大統領が演説

中にドローンによる攻撃を受けた事案で、ベネズエラ通信情報相は、「政権を

狙ったテロ」との見方を示した。 

○ 令和元年９月 14 日、サウジアラビア東部に所在する国営石油会社の石油施

設がドローンによる攻撃を受けた事案で、フーシ派が犯行声明を出した。 

○ 令和３年 11 月７日、イラクの首都バグダッドに所在するカディミ首相の住

居が、爆発物を積んだドローンによる攻撃を受けた事案で、イラク首相府は

「首相の暗殺を狙って住居を標的にした卑劣なテロ」と非難する声明を出

し、米国務省報道官も「国家中枢を狙った明らかなテロ行為」と非難する声

明を出した。 

○ 令和５年 10 月５日、内戦下にあるシリア中部ホムスにある士官学校が、ド

ローンによる攻撃を受けた事案で、シリア政府は「テロ組織が実行した」と

非難する声明を出した。 

○ 令和６年８月、オーストラリアにおいて、当時 16 歳の少年が、ドローンと

手製爆発物を使用し、当時の自由党（野党）党首のピーター・ダットン氏の

自宅を攻撃する計画を立てていたとして、テロ準備行為で逮捕された。 

 

第２ 検討の基本的な方向性  
   本検討会においては、テロリストやローン・オフェンダー等によるドローンを

悪用した重大事案の発生が懸念される中、ドローンによる重要施設等に対する危

険の未然防止に万全を期するため、技術の進展に伴う危険なドローン飛行への対

策について検討を行うこととされたものであるが、有識者委員から、前記第１の

３(1)のとおり、ドローンは、様々な用途で活用されるなど、重要な社会インフラ

になっていることも勘案する必要があるとの指摘がなされた。 

   この点、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する

法律（令和４年法律第 43 号）第７条16に規定する特定重要物資として、無人航空

機を新たに指定することが、現在、政府において検討されており、ドローンは、

経済安全保障上も極めて重要だと考えられる。 

 
16 国民の生存に必要不可欠な若しくは広く国民生活若しくは経済活動が依拠している重要な物 
資（プログラムを含む。以下同じ。）又はその生産に必要な原材料、部品、設備、機器、装置若
しくはプログラム（以下この章において「原材料等」という。）について、外部に過度に依存
し、又は依存するおそれがある場合において、外部から行われる行為により国家及び国民の安全
を損なう事態を未然に防止するため、当該物資若しくはその生産に必要な原材料等（以下この条
において「物資等」という。）の生産基盤の整備、供給源の多様化、備蓄、生産技術の導入、開
発若しくは改良その他の当該物資等の供給網を強靱化するための取組又は物資等の使用の合理
化、代替となる物資の開発その他の当該物資等への依存を低減するための取組により、当該物資
等の安定供給確保を図ることが特に必要と認められるときは、政令で、当該物資を特定重要物資
として指定するものとする。 
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   また、令和元年改正法について、その付託された衆議院内閣委員会及び参議院

内閣委員会において、それぞれ「必要な限度を超える規制が行われた場合」には、

「取材・報道の自由」をはじめとする「国民の利益が損なわれる」とともに、「小

型無人機等の普及・活用による社会の発展を妨げることとなるおそれがある」と

して、小型無人機等飛行禁止法の適切な運用を求める附帯決議が採決された点に

も留意する必要がある。 

そこで、検討の基本的な方向性として、国民の権利自由の制約やドローンの利

活用の促進との調和を図る観点から、必要最小限の規制となるよう慎重に検討す

べきという共通認識が得られた。 

また、ドローンの性能は、技術の進展に伴い、今後ますます向上するものと見

込まれるが、本検討会においては、小型無人機等飛行禁止法の制定から現在まで

の約 10 年間における性能向上を前提として現行制度の課題を抽出した上で、現

時点における必要な対策について検討を行うこととされた。 

 

第３ 技術の進展に伴う危険なドローン飛行への対策の方向性  
 １ 対象施設周辺地域の範囲  

(1) 課題 

その上空において小型無人機等の飛行が禁止される対象施設周辺地域のう

ちイエローゾーンの範囲が、レッドゾーンの周囲「おおむね三百メートル」と

された理由については、小型無人機等飛行禁止法の制定当時に市販されていた

主なドローンの映像伝送距離が、市街地の場合、200～300 メートル程度であっ

たことから、レッドゾーンに向けて飛行させる操縦者はレッドゾーン境界から

300 メートルの範囲内に所在している可能性が高いことを前提に、警察官等が

操縦者を検索・発見し、措置命令を行うことができるようにするためであった。 

この点、前記第１の２(1)のとおり、ドローンの映像伝送距離が向上してお

り、イエローゾーンの範囲外からドローンを操縦し、レッドゾーンの上空を飛

行させることが容易に可能となっており、警察官等が操縦者を検索・発見し、

措置命令を行うことが困難となっている。 

また、前記第１の２(2)のとおり、ドローンの飛行速度が向上しており、高速

で飛行するドローンに対し、300 メートルのイエローゾーンの範囲では、ジャ

ミングガン等のドローン対処資機材を用いた対処に必要な時間的猶予を確保

することが困難となっている。 

こうしたドローンの映像伝送距離や飛行速度等の性能向上を踏まえ、違法な

ドローン飛行への対処に必要な時間的猶予を確保する観点から、イエローゾー

ンの範囲について検討する必要性が認められた。 

(2) 議論 

有識者委員からの主な意見は、次のとおりであった。 

○ 小型無人機等飛行禁止法の制定当時には、映像伝送距離という明確な閾

値となるものがあった一方、現在は、これがないに等しい状況であるため、
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イエローゾーンの範囲については、対処するために必要な時間から一定の

距離を割り出すことになるのではないか。 

○ ドローンの利用方法として、空撮（報道、番組、宣伝、測量、点検、警

備及び捜索）、輸送（物流、医療機器の緊急輸送及びケーブルの敷設）、投

下（農薬散布、播種及び消火）、中継（通信の中継及び遠隔操作の中継）及

びサンプリング（放射線計測及び空中計測）が挙げられるが、最近では、

都市部においても、外壁の点検や高所に設置された看板の点検等、様々な

用途で活用されるなど、重要な社会インフラになっていることから、テロ

等に悪用されることへの対策としての規制強化と、一般の利活用促進との

バランスを図る必要がある。 

○ （警察では、単一の警備手法ではなく、各種ドローン対処資機材を活用

した複数の警備手法を組み合わせた多重防護により対処していることに

関して）対処に必要な時間的猶予を確保する観点からは、（時速 150 キロ

メートルで飛行するドローンは、24 秒間で 1,000 メートルの距離を飛行

することから）イエローゾーンの範囲を「おおむね千メートル」に拡大す

ることが妥当ではないか。 

○ （諸外国におけるドローンの飛行禁止空域が、施設ごとに異なる範囲が

指定されていることに関して）イエローゾーンの範囲を「おおむね千メー

トル」に拡大する場合においても、飽くまで「おおむね」であって、対象

施設ごとに個別具体の事情に即して合理的な範囲となるよう指定すべき

である。 

○ 1,000 メートルを大幅に超えて、「おおむね」の解釈でカバーできないよ

うな範囲を指定する必要がある場合に備えて、例外規定を設けることも考

えられるのではないか。 

○ 道路交通法（昭和 35 年法律第 105 号）第 22 条第１項の規定により、「車

両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはそ

の最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速

度で進行してはならない」とされているように、イエローゾーンの範囲に

ついて、柔軟に対応できるよう、下位法令で定めることとすることも考え

られるのではないか。 

○ イエローゾーンの上空飛行を直罰化する場合には、イエローゾーンの範

囲が刑罰に影響するという点で、例外規定の創設や下位法令への委任の可

否については、慎重な判断が必要となる。 

○ イエローゾーンの範囲について、対処に必要な時間的猶予を十分に確保

する観点やドローンの性能向上等に伴う攻撃形態の変化に的確に対応す

る観点からは、1,000 メートルよりも広くすべきと考えられるが、国民の

権利自由の制約やドローンの利活用の促進との調和を図る観点を踏まえ

つつ、現在のドローンの性能を前提とすれば、現行の 300 メートルからの

引上げ幅としても、「おおむね千メートル」とするのが妥当であると考え
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られるが、今後の更なるドローンの性能向上によっては、将来的に見直し

が必要となる可能性もある。 

○ （対象施設周辺地域でドローンを飛行させる場合には、対象施設管理者

等の同意や都道府県公安委員会等への通報が必要となることに関して）同

意取得や通報の手続が、国民にとって分かりやすく、迅速にできるもので

なければ、（イエローゾーンの範囲の拡大が）ドローンの利活用の妨げに

なる可能性がある。 

○ 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利

用の規制等に関する法律（令和３年法律第 84 号）において注視区域を指

定する制度があるが、これと同様に、対象施設周辺地域の指定に当たって

は、透明性を確保することが重要である。周知を図り、その範囲を明確に

しておかなければ、ドローンを利用する者に萎縮的な効果を与えることに

なる。 

○ 国民の理解が得られるよう広報啓発活動を推進することはもとより、通

報手続に従事する警察職員等に対して制度の内容が浸透するよう、周知徹

底を図る必要があるのではないか。 

(3) 対策の方向性 

前記(2)の議論を踏まえ、対策の方向性として、次の内容について共通認識

が得られた。 

○ 時速 150 キロメートルの飛行が可能なドローンの存在を前提として、ジ

ャミングガン等の各種ドローン対処資機材を活用した複数の警備手法を

組み合わせた多重防護によるドローンへの対処に必要な時間的猶予を確

保する観点から、「おおむね三百メートル」とされているイエローゾーン

の範囲を「おおむね千メートル」に拡大すべきである。 

○ イエローゾーンの範囲を小型無人機等飛行禁止法上「おおむね千メート

ル」に拡大する場合においても、各対象施設に係る対象施設周辺地域の指

定権者は、その指定（官報による告示）に当たって、対象施設ごとに個別

具体の事情に即して合理的な範囲となるよう指定すべきである。 

○ 国は、小型無人機等飛行禁止法第９条の規定により、対象施設、対象施

設の指定敷地等及び対象施設周辺地域に関する地図を作成し、インターネ

ットの利用その他の方法により公表するものとされているところ、イエロ

ーゾーンの範囲を拡大する場合には、その範囲が国民にとって明確になる

よう、これまで以上に効果的な周知に向けた取組を推進すべきである。 

○ 現在、イエローゾーンの範囲外において、例えば、農薬散布のように継

続反復してドローンの飛行を行う者にとって、その飛行場所が拡大された

イエローゾーンの範囲内に含まれることとなった場合には、対象施設の管

理者から同意を得るとともに、都道府県公安委員会等に通報しなければな

らなくなるという負担を課すこととなるため、運用上、ドローンの利活用

に配慮し、同意取得手続及び通報手続の円滑化が図られるようにすべきで
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ある。 

○ 通報手続に従事する警察職員等が、制度を理解した上で、国民に分かり

やすく教示することができるよう、指導・教養を徹底すべきである。 

 

 ２ イエローゾーンの上空における飛行に対する罰則  
(1) 課題 

イエローゾーンの上空における飛行に対する直罰規定が設けられなかった

理由については、小型無人機等飛行禁止法の制定当時に市販されていた主なド

ローンの性能に基づけば、対象施設に対する具体的な危険は、前記第１の１(1)

のとおり、爆発物等の投下や直接の衝突をはじめ、レッドゾーンの上空におい

て基本的に生じるものであり、イエローゾーンの上空にとどまる限りにおいて

は、対象施設に実害を及ぼす直接的な危険性を有するとは認められなかったた

めであるものと考えられる。 

この点、前記第１の２(3)のとおり、ドローンの最大積載重量が向上し、海外

で開発・販売されているドローンに搭載可能な銃火器管制システムを用いれば、

スナイパーライフルをドローンに積載させた上、自動で照準を合わせて遠隔操

作による狙撃を行うことが可能となっており、レッドゾーンの上空を飛行せず

とも、現行のイエローゾーンのはるか外側から対象施設に対する攻撃が可能と

なっている。 

また、ジャミングガン等のドローン対処資機材を用いた対処には一定の時間

が必要となるため、イエローゾーンの範囲を拡大しても、その上空から直ちに

対象施設に対する攻撃が可能なドローンに対処することは困難である。 

こうしたドローンによるイエローゾーンの上空からの対象施設に対する攻

撃の可能性を踏まえ、その抑止を図るための罰則について検討する必要性が認

められた。 

(2) 議論 

有識者委員からの主な意見は、次のとおりであった。 

○ （映像伝送距離の向上等によって遠隔から操縦することが容易に可能と

なっていることに関して）警察官が操縦者を検索・発見して措置命令を行

うことが現実的ではない状況となっているため、イエローゾーンの上空飛

行を直罰化することもやむを得ないのではないか。特に、社会の注目を集

めるために対象施設周辺地域でドローンを飛行させようとする者には、直

罰化による抑止効果があるのではないか。 

○ 罰則については慎重な検討が必要であるところ、抑止効果を念頭に置き、

レッドゾーンとイエローゾーンで、対象施設に対する攻撃の危険の度合い

に差がなくなってきているということであれば、処罰するための要件とし

て、イエローゾーンでは必ず措置命令を介さなければならないということ

について、合理性があるとはいえなくなっているのではないか。 

○ イエローゾーンの範囲を拡大する必要性と併せて、イエローゾーンの上
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空飛行の罰則について検討する必要がある。 

○ （レッドゾーンの上空飛行については、例えば、爆発物を積載したドロ

ーンが対象施設に衝突すれば、外壁を破壊して施設内部にも一定の被害を

及ぼすことが可能であると考えられるほか、化学物質等が投下された場合

には、そこに所在する要人や職員等を多く殺傷するなどして対象施設の機

能を著しく阻害するおそれがあるのに対し、イエローゾーンの上空飛行に

ついては、銃火器管制システムを搭載したドローンであっても、その攻撃

によって対象施設そのものを大きく破壊する威力は有していないことに

関して）イエローゾーンの範囲を拡大することも念頭に置くと、実態とし

て、レッドゾーンの上空飛行とイエローゾーンの上空飛行で危険度に差異

があると考えられることから、法定刑にも差異を設けることが妥当ではな

いか。 

○ 対象施設の真上を飛行した場合と、範囲が拡大されたイエローゾーンの

隅を横切った場合では、刑事手続における当罰性の判断も異なるであろう

ことから、訴追裁量の適切な行使という観点からも、レッドゾーンの上空

飛行とイエローゾーンの上空飛行で法定刑に差異を設けることは望まし

い。 

○ 諸外国においてもドローン飛行が規制されており、規制の設定自体は国

際常識になりつつあるが、イエローゾーンの上空飛行の直罰化に当たって

は、外国人観光客を含めたルールの周知が重要になる。 

(3) 対策の方向性 

前記(2)の議論を踏まえ、対策の方向性として、次の内容について共通認識

が得られた。 

○ イエローゾーンの上空からの対象施設に対する直接的な攻撃の可能性

を踏まえ、その抑止を図るため、イエローゾーンの上空における違法な小

型無人機等の飛行についても、命令前置の間接罰ではなく、飛行の事実の

みをもって罰則を科すこととすべきである。 

○ イエローゾーンの上空における飛行が、レッドゾーンの上空における飛

行と同等の危険性を有するとまでは言い難いことを踏まえ、法定刑につい

ては、レッドゾーンの上空飛行とは一定の差異を設けるべきである。 

○ イエローゾーンの範囲の拡大と併せて、イエローゾーンの上空飛行の直

罰化について、周知を図るための効果的な広報啓発活動を推進すべきであ

る。 

 

 ３ ドローン飛行による危害を防止すべき対象施設の追加  
(1) 課題 

   ア 外国要人が参加する重要国際会議の会場等 

     現行の小型無人機等飛行禁止法において、外国要人が参加する重要国際会

議の会場等について、外国要人の所在する期間に限って、対象施設の一類型
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である「対象外国公館等」として外務大臣が指定可能である一方、重要国際

会議の事前の準備段階においては指定することができない。 

     この点、パリ 2024 オリンピックの開会式前にフランス高速鉄道の複数路

線で施設が損壊される事案が発生するなど、国際的に注目を集める大規模イ

ベントに関連した不法事案が相次いで発生している中、国内外の要人が一堂

に会する重要国際会議の開催に先立って、ドローンによる会場等への攻撃が

行われるおそれが懸念される。 

重要国際会議の会場等が破壊されて当該会議が中止となれば、我が国の信

頼が失われ、良好な国際関係の維持に支障が生じることから、当該会場等を、

当該会議の円滑な準備・運営のために必要な期間を定めて、対象施設として

指定することができるようにすることについて検討する必要性が認められ

た。 

   イ 国内要人が出席する行事会場等 

現行の小型無人機等飛行禁止法において、内閣総理大臣官邸をはじめとす

る国内要人の平素の居所が対象施設とされている一方、国内要人が出席する

行事会場等の一時的な居所は対象施設として指定することができない。 

この点、現職の内閣総理大臣及びその経験者を標的とした重大事件が相次

いで発生するなど、厳しい警備情勢である中、ドローンの性能が前記第１の

２のとおり飛躍的に向上し、その脅威が高まっていることから、平素の居所

に加え、国内要人が出席する行事会場等を、国内要人の安全を確保するため

に必要な期間を定めて、対象施設として指定することができるようにするこ

とについて検討する必要性が認められた。 

(2) 議論 

有識者委員からの主な意見は、次のとおりであった。 

○ イエローゾーンの範囲の拡大に関する検討と同様に、一般の利活用促進

とのバランスを図る観点から、必要最小限の規制とすべきである。 

○ （Ｇ７伊勢志摩サミット、Ｇ20 大阪サミット及びＧ７広島サミットの開

催時において、それぞれ小型無人機の飛行の禁止に関する条例が制定され

たことに関して）重要な国際会議の会場等について、条例によるローカル

な規制で対応するのは違和感がある。 

○ 国際会議の会場等について、条例によらず、小型無人機等飛行禁止法に

より、その円滑な準備又は運営のために必要な期間を定めて、対象施設と

して指定できるようにしつつ、その運用に当たっては、引き続き、関係す

る地方公共団体との協力関係が必要となるのではないか。 

○ 国内要人の一時的な居所について、テロ対策の観点からは、対象施設と

して指定する必要があるものの、指定しては解除するということを繰り返

すこととなれば、その機会が非常に増えることとなり、恒常的な対象施設

と異なり、周知を図ることも容易ではないため、運用面で工夫が必要では

ないか。 
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○ 国内要人が出席する行事会場等について、国内要人の安全を確保するた

めに必要な期間を定めて、対象施設として指定できるようにしつつ、その

指定に当たっては、小型無人機等飛行禁止法の目的に照らし真に必要であ

ると認められるものに限定する必要があるが、国内要人の範囲についても、

ドローンによるテロ等の標的とされるリスクを踏まえて限定すべきでは

ないか。 

(3) 対策の方向性 

前記(2)の議論を踏まえ、対策の方向性として、次の内容について共通認識

が得られた。 

○ Ｇ７サミット（主要国首脳会議）をはじめとする外国要人が参加する重

要国際会議の会場等について、条例によらず、小型無人機等飛行禁止法に

より、その円滑な準備又は運営のために必要な期間を定めて、対象施設と

して指定することができるようにすべきである。その運用に当たっては、

引き続き、関係する地方公共団体と緊密な連携を図るべきである。 

○ 重要国際会議の円滑な準備又は運営を確保することは、大使館等の安全

確保等及び外国要人の保護と同様に、小型無人機等飛行禁止法の目的の一

つである「良好な国際関係の維持」に資するものであることから、「対象外

国公館等」の指定権者である外務大臣において、重要国際会議の外交上の

重要性、その開催計画の内容等を考慮し、指定する施設を判断すべきであ

る。 

○ 恒例の地方行幸啓（全国植樹祭、国民スポーツ大会、全国豊かな海づく

り大会、国民文化祭及び全国障害者芸術・文化祭）並びに沖縄全戦没者追

悼式、広島平和記念式典及び長崎原爆犠牲者慰霊平和祈念式典といった国

内要人が出席する行事会場等について、国内要人の安全を確保するために

必要な期間を定めて、対象施設として指定することができるようにすべき

である。 

○ ドローンによるテロ等の標的とされるリスクを踏まえ、国内要人の範囲

を限定した上で、国内要人が出席する行事会場等の指定に当たっては、小

型無人機等飛行禁止法の目的に照らし真に必要であると認められるもの

に限定する観点から、警察庁において、運用上、例えば、行事会場が屋外

であること、あるいは国内要人が数時間以上滞在する宿泊地又は行き先地

であることといった基準を設け、その時々の警備情勢を考慮し、指定する

施設を判断すべきである。 

 

 ４ 警察と対象施設管理者等との連携の在り方  
(1) 課題 

現行の小型無人機等飛行禁止法において、警察官は、措置命令の相手方が現

場にいないとき等は、危害排除措置をとることが可能であり、その権限は、皇

宮護衛官及び海上保安官の職務執行について準用されるほか、対象防衛関係施
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設として指定された自衛隊の施設を職務上警護する自衛官（以下単に「自衛官」

という。）及び対象空港として指定された施設の管理者等について、一定の限

定を付した上で準用されるが、対象原子力事業所の管理者等には、危害排除措

置の権限が付与されていない。 

対象原子力事業所について、警察では、ドローン対処資機材等を装備した原

発特別警備部隊が 24 時間体制で警戒警備に当たっているところ、その敷地の

広大さを踏まえ、また、イエローゾーンの範囲を拡大することとした場合も念

頭に置いて、より迅速・的確・効果的な対処を行うための方策を検討する必要

性が認められた。 

この点、原子力事業所への不審者の侵入対策として､警察官が､警戒じょうの

携帯が認められている警備員と連携し、原子力事業者が設置したフェンスセン

サー、サーチライト、監視カメラ等を活用しているのと同様に、危険なドロー

ン飛行への対策として、原子力事業者が整備するドローン対処資機材を活用す

ることが有効であると考えられる。 

こうした中、対象原子力事業所の一部の施設では、その職員等が法令の範囲

内で対処することを想定し、自主的にドローン対処資機材の整備に向けた試験

的運用を開始しているところ、正当防衛・緊急避難の成立要件は個別具体的に

判断されるものであり、刑事上・民事上の責任追及を危惧して的確な対処が困

難であるとの意見がある。 

この点、危害排除措置の一環として、警察官が対象施設の管理者等に命じて

必要な措置を行わせることも許容されるものと解されるが、現行の小型無人機

等飛行禁止法において、その旨が明記されていないため、当該措置が警察官の

責任の下で行われるものか、正当防衛・緊急避難として自らの責任の下で行う

ものか、責任の所在が不明確であることから、これを明確化することについて

検討する必要性が認められた。 

(2) 関係団体ヒアリング 

ヒアリングを行った電気事業連合会からの主な意見は、次のとおりであった。 

○ ドローンへの対処において、落下したドローンによって人的被害や民間

施設への損傷等、第三者にも何らかの被害を与えてしまう可能性もあると

ころ、正当防衛・緊急避難の成立要件については、個別具体的に判断され

るものと理解している。 

民事上・刑事上の責任を追及される可能性がある行為を、警備員を含む

従業員にさせることには難しさもあり、警察官等の指示に基づいて事業者

が対処を実施できる形が望ましいと考えている。 

○ （小型無人機等飛行禁止法第 11 条第２項の危害排除措置に「対象施設

の管理者等に必要な措置をとることを命ずること」が含まれる旨を条文上

明確化することを検討しており、そうすれば、同条第７項の損失補償規定

が適用されることも明確になると考えている旨の警察庁説明に関して）警

察の指示に基づく事業者の対処について、民事上・刑事上の責任に関する
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懸念を払拭する小型無人機等飛行禁止法の改正に向けた検討に感謝する。 

○ 様々な事態への迅速な対処に向けては、法的整理に加えて、事業者と警

察の連携についての綿密な調整・整理が必要と考えており、引き続き議論

したい。 

(3) 議論 

    有識者委員からの主な意見は、次のとおりであった。 

    ○ 対象施設管理者が、自らが管理する対象施設の安全を守るのは、当然の

ことといえるのではないか。特に、原子力事業所については、経済安全保

障上でも重要視されている施設であることから、警察と連携して対処する

ことに違和感はない。 

○ 現行法で対応が可能と解されることであっても、明文化されていなけれ

ば、現場で実際に対応することは困難であろうから、警察官が対象施設の

管理者等に命じて危害排除措置を行わせることについて、条文上それが可

能であることを明確にする必要があるのではないか。 

(4) 対策の方向性 

前記(2)の関係団体ヒアリング及び前記(3)の議論を踏まえ、対策の方向性と

して、次の内容について共通認識が得られた。 

○ 広大な敷地を有する対象原子力事業所において、危険なドローン飛行を

迅速・的確に検知してジャミング等の効果的な対処を行うため、原子力事

業者によるドローン対処資機材の整備を促進すべきである。 

○ 警察官等が行った小型無人機等飛行禁止法第 11 条第２項の規定による

危害排除措置により損失を受けた者に対しては、当該警察官等が帰属する

都道府県又は国が、同条第７項の規定に基づき、通常生ずべき損失を補償

しなければならないこととされているところ、警察官に命ぜられた原子力

事業者の職員又は対象原子力事業所の警備業務に従事する者（警備員）が

ドローン対処資機材を用いて行う措置についても、同項の損失補償規定が

適用されるよう、同条第２項の危害排除措置に「対象施設の管理者等に必

要な措置をとることを命ずること」が含まれる旨を条文上明確化すべきで

ある。 

○ 対象原子力事業所において、迅速・的確・効果的な対処を行うため、警

察と原子力事業者等との役割分担を整理すべきである。 

 

 ５ ドローンの新たな技術動向を踏まえた対処方策  
(1) 課題 

ドローンの性能は、日進月歩で向上しており、軍事を含め、様々な用途で用

いられていることから、新たな技術を用いて飛行するドローンへの効果的な対

処方策について検討する必要性が認められた。 

(2) 議論 

    有識者委員からの主な意見は、次のとおりであった。 
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    ○ 妨害電波の影響を受けないよう、光ファイバーを用いた有線ドローンが

軍事的に利用されている。 

    ○ 軍事的には、多数機のドローンを同時に飛行させて攻撃する手法が一般

的になっている。将来的には、こうした群飛行への効果的な対処について、

従来と異なる手法も検討する必要がある。 

○ ドローンの性能は、今後ますます向上し、様々な利活用が図られること

になる。本検討会では、これまでの性能向上を踏まえた検討を行うとして

も、10 年後などには再び見直す必要が出てくるのではないか。 

(3) 対策の方向性 

前記(2)の議論を踏まえ、対策の方向性として、次の内容について共通認識

が得られた。 

○ 諸外国において、様々なドローンの軍事利用が進んでいるところ、軍事

利用されている高機能なドローンが非軍事である一般治安事象において

も悪用される危険性があることに鑑み、諸外国におけるドローン及びドロ

ーン対処資機材に関する最新の技術動向について、情報収集に努めるべき

である。 

○ 先端的な技術を用いて飛行するドローンへの効果的な対処方策につい

ては、技術動向を踏まえた不断の見直しが必要であることから、軍事用も

含めた最新のドローン技術が悪用される場合の対処に万全を期する観点

から、今後、政府において、別途検討を進めるべきである。 
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おわりに  
本検討会では、近年のドローンをめぐる状況を踏まえ、ドローンによる重要施設等

に対する危険の未然防止に万全を期することを目的として、技術の進展に伴う危険な

ドローン飛行への対策について、国民の権利自由の制約やドローンの利活用の促進と

の調和を図る観点に配意しながら、論点ごとに対策の方向性を取りまとめたところで

ある。 

この点、小型無人機等飛行禁止法の見直しに関しては、その制定から現在までの約

10 年間における性能向上を前提として現行制度の課題を抽出した上で、現時点にお

ける必要な対策の方向性を示したものであるが、制度の運用に当たっては、引き続き、

対象施設の安全の確保のための措置に関する権限を有する警察官、皇宮護衛官、海上

保安官、自衛官、対象空港管理者等の相互の連携を図ることはもとより、関係する地

方公共団体、対象施設管理者等の理解と協力を得ながら、必要な措置を的確に講じて

いくことが重要である。 

今後、警察庁において、本報告書を踏まえ、関係省庁と連携しながら、小型無人機

等飛行禁止法の改正を含めた検討が進められ、可及的速やかに必要な措置が講じられ

ることを期待する。 
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写
真
提
供
：
航
空
自
衛
隊

写
真
提
供
：
海
上
保
安
庁

写
真
提
供
：
日
本
学
生
航
空
連
盟

写
真
提
供

: 
株
式
会
社

A
C

SL

写
真
提
供
:日
本
模
型
航
空
連
盟

写
真
提
供
:ヤ
マ
ハ
発
動
機
株
式
会
社

写
真
提
供
：
警
視
庁

参
考
資
料
４

下
方
へ
噴
出
す
る
気
体

の
圧
力
の
反
作
用
に
よ
り

浮
揚
し
た
状
態
で
移
動

す
る
こ
と
が
で
き
る
機
器

写
真
提
供
：

日
本
ハ
ン
グ
・
パ
ラ
グ
ラ
イ
デ
ィ
ン
グ
連
盟

写
真
提
供
：
日
本
航
空
協
会



小
型
無
人
機
等
飛
行
禁
止
法

航
空
法

重
要

施
設

を
対

象
と

し
た

特
例

的
な

飛
行

禁
止

・
排

除
措

置

【目
的

】
・

重
要

施
設

に
対

す
る

危
険

の
未

然
防

止
・

国
政

の
中

枢
機

能
等

の
維

持
等

【概
要

】
（１

）規
制

の
対

象
・

小
型

無
人

機
（
法

第
２

条
第

３
項

）

（
・

特
定

航
空

用
機

器
（
法

第
２

条
第

４
項

）
）

（２
）飛

行
が

禁
止

さ
れ

る
空

域
（
法

第
1
0
条

第
１

項
）

・
対

象
施

設
周

辺
地

域
（
対

象
施

設
の

敷
地

又
は

区
域

及
び

そ
の

周
囲

お
お

む
ね

3
0
0
メ

ー
ト

ル
の

指
定

さ
れ

た
地

域
）
の

上
空

（３
）規

制
の

適
用

除
外

（
法

第
1
0
条

第
２

項
）

・
次

に
掲

げ
る

飛
行

に
つ

い
て

は
、

（
２

）
は

適
用

し
な

い
。

①
対

象
施

設
の

管
理

者
又

は
そ

の
同

意
を

得
た

者
が

行
う

飛
行

②
土

地
の

所
有

者
等

又
は

そ
の

同
意

を
得

た
者

が
当

該
土

地
の

上
空

で
行

う
飛

行
③

国
又

は
地

方
公

共
団

体
の

業
務

を
実

施
す

る
た

め
に

行
う

飛
行

（４
）飛

行
の

事
前

通
報

（
法

第
1
0
条

第
３

項
）

・
（
３

）
の

飛
行

を
行

お
う

と
す

る
者

は
、

あ
ら

か
じ

め
、

当
該

飛
行

に
係

る
対

象
施

設
周

辺
地

域
を

管
轄

す
る

都
道

府
県

公
安

委
員

会
等

に
通

報
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

（５
）警

察
官

等
に

よ
る

対
象

施
設

の
安

全
の

確
保

の
た

め
の

措
置

（
法

第
1
1
条

）

・
警

察
官

等
は

、
（
２

）
又

は
（
４

）
に

違
反

す
る

飛
行

を
認

め
た

場
合

に
は

、
操

縦
者

に
対

し
、

機
器

の
退

去
そ

の
他

の
必

要
な

措
置

を
と

る
こ

と
を

命
令

で
き

る
。

・
さ

ら
に

、
操

縦
者

が
当

該
措

置
を

と
ら

な
い

な
ど

の
場

合
に

は
、

や
む

を
得

な
い

限
度

で
、

飛
行

の
妨

害
、

機
器

の
破

損
そ

の
他

の
必

要
な

措
置

を
と

る
こ

と
が

で
き

る
。

（６
）
罰

則
（
法

第
1
3
条

）

・
（
２

）
に

違
反

し
て

対
象

施
設

及
び

そ
の

指
定

敷
地

等
の

上
空

で
飛

行
を

行
っ

た
者

・
（
５

）
の

警
察

官
等

に
よ

る
命

令
に

違
反

し
た

者
⇒

１
年

以
下

の
拘

禁
刑

又
は

5
0万

円
以

下
の

罰
金

【目
的

】
・

航
空

機
の

航
行

の
安

全
確

保
・

地
上

及
び

水
上

の
人

及
び

物
件

の
安

全
確

保

【概
要

】
(１

)規
制

の
対

象
・

無
人

航
空

機
（
法

第
２

条
第

2
2
項

）

（２
）飛

行
が

禁
止

さ
れ

る
空

域
（
法

第
1
3
2
条

の
8
5
）
〔
別

紙
参

照
〕

①
無

人
航

空
機

の
飛

行
に

よ
り

航
空

機
の

航
行

の
安

全
に

影
響

を
及

ぼ
す

お
そ

れ
が

あ
る

空
域

②
人

又
は

家
屋

の
密

集
し

て
い

る
地

域
の

上
空

（３
）国

土
交

通
大

臣
の

承
認

が
必

要
な

飛
行

の
方

法
（
法

第
1
3
2
条

の
8
6
第

２
項

等
）

①
夜

間
で

の
飛

行
、

②
目

視
外

で
の

飛
行

、
③

人
又

は
物

件
と

距
離

を
確

保
で

き
な

い
飛

行
④

催
し

場
所

上
空

で
の

飛
行

、
⑤

危
険

物
の

輸
送

、
⑥

物
件

の
投

下

（４
）飛

行
の

事
前

通
報

（
法

第
1
3
2
条

の
8
8
）

・
特

定
飛

行
(*

) を
行

う
場

合
は

、
あ

ら
か

じ
め

、
飛

行
日

時
、

経
路

等
を

記
載

し
た

飛
行

計
画

を
国

土
交

通
大

臣
に

通
報

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

(*
) 
（２

）の
空

域
に

お
け

る
飛

行
又

は
（３

）の
方

法
に

よ
る

飛
行

・
国

土
交

通
大

臣
は

、
飛

行
計

画
に

従
い

飛
行

さ
せ

る
こ

と
が

航
空

機
の

航
行

の
安

全
等

を
損

な
う

お
そ

れ
が

あ
る

と
認

め
る

場
合

に
は

、
必

要
な

措
置

を
講

ず
べ

き
こ

と
を

指
示

で
き

る
。

（５
）規

制
の

適
用

除
外

（
法

第
1
3
2
条

の
9
2
）

・
国

・
地

方
公

共
団

体
又

は
そ

の
依

頼
を

受
け

た
者

に
よ

る
、

捜
索

・救
助

の
た

め
の

飛
行

に
つ

い
て

は
、

（
２

）
か

ら
（
４

）
ま

で
は

適
用

し
な

い
。

（６
）罰

則
・

（
２

）
又

は
（
３

）
に

違
反

し
て

特
定

飛
行

を
行

っ
た

者
（
第

15
7
条

の
９

第
９

号
等

）
⇒

5
0
万

円
以

下
の

罰
金

・
（
４

）
の

通
報

義
務

又
は

指
示

に
違

反
し

た
者

（
第

1
57

条
の

1
0
第

１
項

第
1
0
号

及
び

第
1
1号

）
⇒

3
0
万

円
以

下
の

罰
金

※
1
00

グ
ラ

ム
未

満
の

機
体

は
対

象
外

※
重

量
の

下
限

な
し

※
通

報
義

務
違

反
に

対
す

る
直

接
の

罰
則

な
し

※
 （

２
）
の

空
域

に
お

け
る

飛
行

を
行

う
に

は
原

則
と

し
て

国
土

交
通

大
臣

の
許

可
が

必
要

※
 技

能
証

明
を

受
け

た
者

が
立

入
管

理
措

置
を

講
じ

た
上

で
、

機
体

認
証

を
受

け
た

無
人

航
空

機
（総

重
量

2
5k

g未
満

）を
飛

行
さ

せ
る

場
合

は
、

（
２

）
②

の
空

域
に

お
け

る
飛

行
に

係
る

許
可

及
び

（
３

）①
②

③
の

方
法

に
よ

る
飛

行
に

係
る

承
認

は
不

要

無
人

航
空

機
の

飛
行

に
お

け
る

遵
守

事
項

等
の

設
定

ド
ロ
ー
ン
に
対
す
る
飛
行
規
制
に
係
る
小
型
無
人
機
等
飛
行
禁
止
法
と
航
空
法
の
比
較

参
考
資
料
５



無
人
航
空
機
の
飛
行
禁
止
空
域

（
別
紙
）

（
国
土
交
通
省
公
表
資
料
よ
り
作
成
）

航
空

機
の

航
行

の
安

全
に

影
響

を
及

ぼ
す

お
そ

れ
が

あ
る

空
域

（
法

第
13

2条
の

8
5第

１
項

第
１

号
）

人
又

は
家

屋
の

密
集

し
て

い
る

地
域

の
上

空
（法

第
13

2
条

の
85

第
１

項
第

２
号

）



①
　

賢
島

及
び

そ
の

周
囲

地
域

・
海

域
①

　
咲

洲
及

び
そ

の
周

囲
地

域
・

海
域

①
　

元
宇

品
町

及
び

そ
の

周
囲

地
域

・
海

域

②
　

要
人

へ
の

危
険

を
未

然
に

防
止

す
る

こ
と

②
　

関
西

国
際

空
港

及
び

そ
の

地
域

・
海

域
②

　
広

島
空

港
及

び
そ

の
周

囲
地

域
・

海
域

　
が

必
要

で
あ

る
と

知
事

が
認

め
る

も
の

③
　

要
人

へ
の

危
険

を
未

然
に

防
止

す
る

こ
と

③
　

小
型

無
人

機
の

飛
行

に
よ

る
危

険
を

未
然

　
が

必
要

で
あ

る
と

知
事

が
認

め
る

も
の

　
に

防
止

す
る

こ
と

が
必

要
で

あ
る

と
知

事
が

1
　

認
め

る
区

域
及

び
そ

の
周

囲
地

域
・

海
域

　
2

1
イ

ン
タ

ー
コ

ン
チ

ネ
ン

タ
ル

大
阪

2
ウ

エ
ス

テ
ィ

ン
ホ

テ
ル

大
阪

1

3
大

阪
マ

リ
オ

ッ
ト

都
ホ

テ
ル

2

4
コ

ン
ラ

ッ
ド

大
阪

3

5
ザ

・
リ

ッ
ツ

・
カ

ー
ル

ト
ン

大
阪

4

6
シ

ェ
ラ

ト
ン

都
ホ

テ
ル

5

7
ス

イ
ス

ホ
テ

ル
南

海
大

阪
6

8
セ

ン
ト

レ
ジ

デ
ン

ス
ホ

テ
ル

大
阪

7

9
帝

国
ホ

テ
ル

大
阪

8

1
0

ヒ
ル

ト
ン

大
阪

9

1
1

ホ
テ

ル
ニ

ュ
ー

オ
オ

タ
ニ

大
阪

1
2

リ
ー

ガ
ロ

イ
ヤ

ル
ホ

テ
ル

1
3

迎
賓

館
1
4

淀
川

河
川

公
園

毛
馬

地
区

1
5

桜
ノ

宮
野

球
場

1
6

ガ
ー

デ
ン

オ
リ

エ
ン

タ
ル

1
7

大
阪

府
庁

1
8

天
王

殿
1
9

太
閣

園

①
　

咲
洲

及
び

そ
の

周
囲

お
お

む
ね

3
0
0
m

①
 　

元
宇

品
町

及
び

そ
の

周
囲

お
お

む
ね

2
,5

0
0
m

②
　

関
西

国
際

空
港

及
び

そ
の

周
囲

お
お

む
ね

1
,0

0
0
m

②
 　

広
島

空
港

及
び

そ
の

周
囲

お
お

む
ね

1
,0

0
0
m

　

③
 　

区
域

及
び

そ
の

周
囲

お
お

む
ね

1
,0

0
0
m

①
②

　
平

成
2
8
年

３
月

2
7
日

～
５

月
2
8
日

①
②

　
令

和
元

年
５

月
2
9
日

～
６

月
3
0
日

①
②

　
　

　
 令

和
５

年
４

月
1
9
日

～
５

月
2
2
日

③
　

　
令

和
元

年
６

月
2
7
日

～
3
0
日

③
-１

・
２

　
令

和
５

年
５

月
８

日
～

2
2
日

※
サ

ミ
ッ

ト
開

催
期

間
③

-３
～

９
　

令
和

５
年

５
月

1
8
日

～
2
2
日

　
令

和
元

年
６

月
2
8
日

～
2
9
日

※
サ

ミ
ッ

ト
開

催
期

間

　
令

和
５

年
５

月
1
9
日

～
2
1
日

罰
則

即
時
強
制

飛
行
禁
止
区
域

指
定
期
間

措
置
命
令

警
察

官
警

察
官

職
員

又
は

警
察

官

１
年

以
下

の
懲

役
又

は
5
0
万

円
以

下
の

罰
金

　
・

　
飛

行
禁

止
区

域
に

お
け

る
飛

行

　
・

　
措

置
命

令
違

反

１
年

以
下

の
懲

役
又

は
5
0
万

円
以

下
の

罰
金

　
・

　
飛

行
禁

止
区

域
に

お
け

る
飛

行

　
・

　
措

置
命

令
違

反

１
年

以
下

の
懲

役
又

は
5
0
万

円
以

下
の

罰
金

　
・

　
飛

行
禁

止
区

域
に

お
け

る
飛

行

警
察

官
警

察
官

知
事

規
制
対
象

地
域
・
施
設

厳
島

周
辺

広
島

市
中

区
富

士
見

町
周

辺

広
島

市
中

区
上

幟
町

周
辺

（
縮

景
園

）

広
島

市
東

区
若

草
町

周
辺

広
島

市
西

区
観

音
新

町
４

丁
目

周
辺

平
和

記
念

公
園

周
辺

伊
勢

神
宮

（
内

宮
（

皇
大

神
宮

）
）

国
際

メ
デ

ィ
ア

セ
ン

タ
ー

※
サ

ミ
ッ

ト
開

催
期

間

　
平

成
2
8
年

５
月

2
6
日

～
2
7
日

①
　

賢
島

内
（

円
山

公
園

）
に

存
在

す
る

　
四

等
三

角
点

を
中

心
と

し
て

半
径

1
,5

0
0
m

②
　

施
設

の
敷

地
又

は
区

域
及

び
そ

の
周

囲
3
0
0
m

③
　

施
設

の
敷

地
又

は
区

域
及

び
そ

の
周

囲
お

お
む

ね
3
0
0
m

広
島

市
西

区
古

江
東

町
周

辺

呉
市

中
央

１
丁

目
周

辺

廿
日

市
市

宮
島

口
西

１
丁

目
周

辺

条
例
名

Ｇ
７

広
島

サ
ミ

ッ
ト

開
催

時
に

お
け

る

小
型

無
人

機
の

飛
行

の
禁

止
に

関
す

る
条

例

（
令

和
５

年
広

島
県

条
例

第
２

号
）

Ｇ
2
0
大

阪
サ

ミ
ッ

ト
開

催
時

に
お

け
る

小
型

無
人

機
の

飛
行

の
禁

止
に

関
す

る
条

例

（
平

成
3
1
年

大
阪

府
条

例
第

３
号

）

伊
勢

志
摩

サ
ミ

ッ
ト

開
催

時
の

対
象

地
域

及
び

対
象

施
設

周
辺

地
域

の
上

空
に

お
け

る
小

型
無

人
機

の
飛

行
の

禁
止

に
関

す
る

条
例

（
平

成
2
7
年

三
重

県
条

例
第

7
3
号

）

Ｇ
７
広
島
サ
ミ
ッ
ト

Ｇ
2
0
大
阪
サ
ミ
ッ
ト

Ｇ
７
伊
勢
志
摩
サ
ミ
ッ
ト

参
考

資
料
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サ
ミ
ッ
ト
開
催
時
に
お
け
る
小
型
無
人
機
の
飛
行
の
禁
止
に
関
す
る
条
例



ア
メ
リ
カ

イ
ギ
リ
ス

フ
ラ
ン
ス

ド
イ
ツ

イ
ス
ラ
エ
ル

連
邦

規
則

集
（

C
F
R
）

第
1
4
編

第
1
0
7
部

（
2
0
1
6
年

）

・
航

空
命

令
（

A
ir
 N

a
v
ig

a
ti
o
n
 O

rd
e
r 

2
0
1
6
:A

N
O

）
（

2
0
1
6
年

）

・
国

家
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
法

（
2
0
2
3
年

）

・
Ｅ

Ｕ
規

則
（

2
0
1
9
年

）

・
大

統
領

又
は

首
相

が
定

め
る

行
政

命
令

（
デ

ク
レ

）

・
行

政
当

局
が

定
め

る
命

令
（

ア
レ

テ
）

・
Ｅ

Ｕ
規

則
（

2
0
1
9
年

）

・
航

空
法

（
2
0
2
1
年

）

・
航

空
法

（
2
0
1
1
年

）

・
小

型
無

人
機

シ
ス

テ
ム

の
運

用
に

関
す

る

規
則

（
2
0
2
4
年

）

主
な

飛
行
禁
止
空
域

重
要

施
設

及
び

そ
の

周
辺

地
域

の
上

空

（
距

離
は

施
設

に
よ

る
）

・
ワ

シ
ン

ト
ン

D
.C

.

（
中

心
部

の
空

港
か

ら
半

径
約

2
4
k
m

）

・
空

港

・
軍

事
施

設

・
重

要
イ

ン
フ

ラ
施

設

・
刑

務
所

、
矯

正
施

設

・
国

立
公

園
、

野
生

生
物

保
護

区

・
ス

タ
ジ

ア
ム

（
約

５
k
m

）

重
要

施
設

及
び

そ
の

周
辺

地
域

の
上

空

（
距

離
は

施
設

に
よ

る
）

・
国

の
重

要
な

施
設

・
空

港
（

約
５

k
m

）

・
軍

事
施

設

・
原

子
力

発
電

所

・
刑

務
所

（
約

4
0
0
m

）

重
要

施
設

及
び

そ
の

周
囲

最
低

半
径

数
百

メ
ー

ト
ル

の
周

辺
地

域
の

上
空

・
国

の
重

要
な

施
設

（
パ

リ
市

内
全

域
）

・
空

港
（

約
1
0
k
m

～
約

５
k
m

）

・
軍

事
施

設

・
海

上
保

安
機

関
関

連
施

設

・
原

子
力

施
設

・
刑

務
所

・
国

立
公

園
、

自
然

保
護

区
等

重
要

施
設

及
び

そ
の

周
辺

地
域

の
上

空

（
距

離
は

施
設

に
よ

る
）

・
国

の
重

要
な

施
設

（
連

邦
議

会
議

事
堂

等
は

約
1
0
0
m

）

・
空

港
（

約
1
,0

0
0
m

）

・
軍

事
施

設
（

約
1
0
0
m

）

・
重

要
イ

ン
フ

ラ
施

設
（

約
1
0
0
m

）

・
高

速
道

路
、

鉄
道

等
交

通
イ

ン
フ

ラ

（
約

1
0
0
m

）

軍
、

行
政

機
関

、
事

業
者

等
が

そ
れ

ぞ
れ

指
定

す
る

た
め

、
法

令
等

で
規

定
さ

れ
て

い
な

い

・
国

の
重

要
な

施
設

（
首

相
官

邸
等

は
半

径
約

5
0
0
m

）

・
空

港
（

約
２

k
m

）

・
軍

事
施

設

・
刑

務
所

（
半

径
約

5
0
0
m

）

一
時
的
な

飛
行
制
限

有 （
国

際
会

議
、

要
人

訪
問

等
の

イ
ベ

ン
ト

等
）

有 （
国

際
会

議
、

要
人

訪
問

等
の

イ
ベ

ン
ト

等
）

有 （
国

際
会

議
、

要
人

訪
問

等
の

イ
ベ

ン
ト

等
）

有 （
国

際
会

議
、

要
人

訪
問

等
の

イ
ベ

ン
ト

等
）

有 （
国

際
会

議
、

要
人

訪
問

等
の

イ
ベ

ン
ト

等
）

違
反

の
性

質
に

よ
る

・
１

年
以

下
の

拘
禁

刑

・
2
7
,5

0
0
ド

ル
（

約
4
0
0
万

円
）

以
下

の

罰
金

・
ド

ロ
ー

ン
の

没
収

・
操

縦
免

許
の

一
時

停
止

又
は

取
消

し

違
反

の
性

質
に

よ
る

・
軽

微
な

違
反

に
は

2
0
0
ポ

ン
ド

～
１

ポ
ン

ド
（

約
４

万
円

～
約

2
0
0
円

）
の

罰
金

や
ド

ロ
ー

ン
の

没
収

・
重

大
な

違
反

に
は

拘
禁

刑
・

高
額

の
罰

金

※
4
,7

2
5
ポ

ン
ド

（
約

9
5
万

円
）

の
処

分
例

も

違
反

の
性

質
に

よ
る

６
月

以
下

の
拘

禁
刑

又
は

7
5
,0

0
0
ユ

ー
ロ

（
約

1
,3

0
0
万

円
）

以
下

の
罰

金

違
反

の
性

質
に

よ
る

・
２

年
以

下
の

拘
禁

刑

・
5
0
,0

0
0
ユ

ー
ロ

（
約

8
7
0
万

円
）

以
下

の

罰
金

違
反

の
性

質
に

よ
る

・
拘

禁
刑

・
数

千
～

数
百

シ
ェ

ケ
ル

（
約

1
5
万

円
～

約

２
万

円
）

の
罰

金

・
操

縦
免

許
証

の
没

収

※
違

反
を

繰
り

返
し

た
場

合
、

追
加

の
罰

金
も

警
察
官

有 ※
国

土
安

全
保

障
省

及
び

司
法

省
に

所
属

す

る
警

察
的

組
織

（
連

邦
防

護
局

、
シ

ー
ク

レ
ッ

ト
サ

ー
ビ

ス
等

）
の

職
員

有
有

連
邦

及
び

州
に

よ
る

が
、

多
く

は
具

体
的

な

ド
ロ

ー
ン

対
処

権
限

が
定

め
ら

れ
て

お
ら

ず
、

警
察

権
限

法
の

範
囲

内
で

対
処

有

警
察
官
以
外

・
国

土
安

全
保

障
省

・
司

法
省

・
国

防
省

・
エ

ネ
ル

ギ
ー

省

刑
務

所
職

員

※
警

察
官

及
び

刑
務

所
職

員
以

外
の

民
間

を

含
む

第
三

者
も

、
警

察
官

の
承

認
を

得
れ

ば
、

ジ
ャ

ミ
ン

グ
装

置
等

を
用

い
て

対
処

す

る
こ

と
が

可
能

な
法

的
枠

組
み

を
整

備

国
の

機
関

又
は

国
防

に
関

連
す

る
公

的
機

関
連

邦
軍

・
軍

・
総

保
安

庁
（

防
諜

機
関

）

2
0
2
5
年

1
0
月

2
0
日

、
軍

事
施

設
の

上
空

を

飛
行

す
る

ド
ロ

ー
ン

に
対

し
、

警
察

の
承

認

を
得

る
こ

と
な

く
、

軍
が

ジ
ャ

ミ
ン

グ
装

置

等
を

用
い

て
対

処
で

き
る

よ
う

法
整

備
を

進

め
る

旨
が

表
明

2
0
2
5
年

1
0
月

８
日

、
連

邦
警

察
に

よ
る

具

体
的

な
ド

ロ
ー

ン
対

処
権

限
を

定
め

る
法

改

正
案

が
閣

議
決

定
備
考

諸
外
国
に
お
け
る
ド
ロ
ー
ン
に
対
す
る
飛
行
規
制
の
概
要

法
体
系

規 制 概 要

罰
則

対 処 権 限

参
考

資
料

７



ド
ロ
ー
ン
や
銃
器
を
使
用
し
た
テ
ロ
事
案
、
爆
発
物
使
用
事
案
、
Ｎ
Ｂ
Ｃ
テ
ロ
事
案
等
へ
の

対
処
を
行
う
た
め
、
自
動
小
銃
、
耐
爆
・
耐
弾
仕
様
の
車
両
、
爆
発
物
処
理
用
具
、
防
護
服
、

ド
ロ
ー
ン
対
処
資
機
材
等
を
装
備
し
た
原
発
特
別
警
備
部
隊
が
、
2
4
時
間
体
制
で
警
戒
警
備
を

実
施

対
象
原
子
力
事
業
所
に
お
け
る
ド
ロ
ー
ン
飛
行
へ
の
対
策

１
原
発
特
別
警
備
部
隊
に
よ
る
警
戒
警
備

２
原
子
力
事
業
者
及
び
警
備
員
と
連
携
し
た
対
処

○
飛
行
物
体
発
見
時
に
、
カ
メ
ラ
で
飛
行
状
況
を
撮
影
す
る
と
と
も
に
、
飛
行
中
の
航
空
機
の
位
置
情
報
を
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
確
認

可
能
な
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と

○
警
察
が
行
う
ド
ロ
ー
ン
と
航
空
機
の
識
別
方
法
等
に
関
す
る
教
養
訓
練
に
警
備
員
を
参
加
さ
せ
る
こ
と

早
急
に
講
じ

て
い
た
だ
き
た

い
事
項

➢
原
子
力
事
業
者
が
ド
ロ
ー
ン
対
処
資
機
材
を
整
備
・
操
作
す
る
に
当
た
っ
て
、
電
波
法
の
適
用
に
関
し
て
一
定
の

整
理

➢
令
和
７
年
７
月
、
玄
海
原
子
力
発
電
所
に
お
い
て
、
警
備
員
が
光
を
放
つ
飛
行
物
体
を
目
撃
し
た
事
案
を
踏
ま
え
、

同
年
９
月
、
警
察
庁
か
ら
原
子
力
規
制
庁
等
を
通
じ
て
、
次
の
事
項
を
要
望

○
ド
ロ
ー
ン
対
処
資
機
材
等
を
整
備
し
た
上
、
継
続
的
に
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
を
行
う
こ
と

○
警
察
が
保
有
す
る
ド
ロ
ー
ン
対
処
資
機
材
を
設
置
す
る
た
め
の
適
当
な
場
所
を
選
定
し
、
そ
の
設
置
を
行
う
こ
と

必
要
な
予
算
措
置
を
行
っ
た
後
、
速
や
か
に
講
じ
て
い
た
だ
き
た
い
事
項

参
考
資
料
８


